
経済安全保障下の特許出願非公開制度：

2026年現在の運用精度、補償実務の限界、
及び産業界の苦悩に関する包括的分析 

Gemini 3.1 pro 
1. 序論：特許制度の歴史的転換と「非公開」の衝撃 
2022年5月11日に成立し、2024年5月1日に施行された「経済施策を一体的に講ずることによる安全
保障の確保の推進に関する法律」（以下、経済安全保障推進法）は、我が国の戦後産業政策および

知的財産制度における歴史的な転換点となった 1。同法は、特定重要物資の安定的な供給の確保、
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、特定重要技術の開発支援（K Programなど）と並び、第4
の柱として「特許出願の非公開制度」を創設した 4。2026年3月現在、本制度は導入初期の混乱を抜
け、政府が「運用定着フェーズ」と位置付ける段階へと移行しつつある 8。 

しかし、制度の運用が常態化するにつれ、法制化の段階では理論上の懸念に留まっていた問題が、

実体経済における深刻な摩擦として顕在化している。国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防

ぐという安全保障上の大義は社会的に広く受容されているものの、その実務的代償は民間企業、特

に先端技術を牽引するディープテック・スタートアップ企業や、知財戦略を担う弁理士、そして企業財

務を審査する監査法人に対して極めて重くのしかかっている。特許出願の公開、特許査定、および

拒絶査定といったあらゆる特許手続きを法的に留保し、情報流出を強制的に遮断する「保全指定」

の法的効果は、特許権が本来有する「技術公開の代償としての独占排他権の付与」という、近代特

許法が前提としてきた根本的な社会契約を根底から揺るがすものである 10。 

本稿では、2026年3月2日付の最新の経済報道や実務動向を契機として、特許出願非公開制度の
精緻なメカニズムと審査の精度を解剖するとともに、経済産業省や内閣府が提示する「補償金算定

基準（通常生ずべき損失）」の実効性と限界を深く掘り下げる 13。さらに、現場で苦悩する知財実務家

の業務負担、スタートアップの資金調達メカニズムの崩壊、および無形固定資産の減価償却を巡る

会計上の難題を多角的に分析し 13、諸外国の秘密特許制度との比較法的考察を踏まえた上で、現

行制度の課題を克服するための戦略的かつ具体的な解決策を提言する。 

2. 特許出願非公開制度の精緻なメカニズムと審査精度の現
状 
特許出願非公開制度は、安全保障上極めて機微な発明の流出を防止するため、特許庁（JPO）と内
閣府という役割の異なる二つの行政機関が緊密に連携して機能する二段階審査モデルを採用して

いる。このプロセスの精度と網羅性が、制度全体の信頼性を担保する要諦となっている。 



2.1 特許庁による第一次審査（スクリーニング）とIPC分類に基づく網羅性 
特許庁が行う「第一次審査」は、日本国内で出願されたすべての特許出願を対象として実施される

極めて大規模なスクリーニング・プロセスである 15。特許庁は、出願された発明の明細書等に記載さ

れた内容が、政令で定める「特定技術分野」に属するか否かを、国際特許分類（IPC）等に基づいて
機械的かつ網羅的に判断する 9。 

この特定技術分野は、大きく二つのカテゴリに分類される。第一は、武器や兵器に直結する分野（例

えば、火器、弾薬、爆発物など）といった、それ自体が安全保障上の直接的な脅威となる25の技術
分野である 12。第二は、産業の発達に及ぼす影響が大きい一方で、軍事転用リスクを色濃く孕む

デュアルユース（両用）技術分野（10〜19の分野）である。後者については、単に技術分野に該当す
るだけでは足りず、「国の防衛用に供されるもの」「国等からの委託に係るもの」といった政令で定め

る「付加要件」を満たす場合にのみ、保全審査の対象として抽出されるという二段構えの要件が設定

されている 10。 

特許庁は出願から原則3ヶ月以内という極めて短期間にこの第一次審査を完了し、該当する出願書
類を内閣総理大臣（内閣府）へ送付する 9。ここで実務上、出願人にとって重大な意味を持つのは、
特許庁によるこの「内閣府への送付行為」自体は行政不服審査法上の「行政処分」には該当しない

という法解釈である。したがって、出願人は「自社の出願が内閣府の審査に回されたこと」自体に対

して、法的な不服を申し立てる手段を持たず、手続きの進行を止めることはできない 15。 
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2.2 内閣府による保全審査（第二次審査）の不透明性と期間的制約 
特許庁から出願書類の送付を受けた内閣府は、より実質的な「保全審査（第二次審査）」を実施する 
16。内閣府は、当該発明が「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全

を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」であるか否かを、経済安全保障の観点、国際情勢、そし

て産業の発達に及ぼす影響の観点から総合的に衡量し、保全指定の必要性を判断する 10。 

保全審査の結果、内閣総理大臣により「保全指定」が行われた場合、出願人には特許法上の原則を

覆す以下の極めて強力な法的制約が課されることとなる 9。 第一に、出願公開、特許査定、および
拒絶査定といった特許庁における一切の審査・公開手続が強制的に留保される。 第二に、発明内
容の第三者への開示が全面的に禁止される。 第三に、他者によるリバースエンジニアリング等、開
示と同様の結果を招くおそれのある「発明の実施」が原則として禁止され、実施には内閣総理大臣

の事前の許可が必要となる（推進法第73条）。 第四に、出願人が保全指定の制約から逃れるため
に、特許出願を意図的に放棄・取り下げることによる制度からの離脱が禁じられる 9。 

保全指定の期間は最長1年と定められているが、安全保障上の必要性が継続する限り、1年ごとに
無制限に更新される可能性がある 12。ここで企業や知財現場の大きな不安要因となっているのが、

内閣府による保全審査の「審査期間」に関する法的規定の曖昧さである。法律上、内閣府がいつま

でに審査を終えなければならないかという明確な上限期間の定めはない。実務上は、外国出願制限

が日本への出願から10ヶ月で自動的に解除される仕組みから逆算し、10ヶ月以内の完了が「想定」
されているに過ぎず、企業側から見れば、自社のコア技術が長期間にわたり法的に宙吊り状態に置

かれるリスクを常に内包している 15。 

2.3 外国出願禁止義務（第一国出願義務）のグローバル戦略への影響 
本制度において、国内の非公開措置を担保し、安全保障上の抜け穴を塞ぐためのもう一つの強力な

歯止めが「外国出願の禁止（事実上の第一国出願義務）」である 3。推進法第79条等は、特定技術
分野に属する発明であって、日本国内で完成した発明については、原則としてまず日本の特許庁に

特許出願を行わなければならず、直接外国へ出願すること（PCT国際出願を含む）を厳格に禁じてい
る 3。 

この規定は技術の海外流出を防ぐ上で不可欠であるが、多国籍企業や海外市場を主戦場とするス

タートアップのグローバルな知財戦略においては、極めて重大な制約として機能する。通常、企業は

特許ポートフォリオの構築において、市場規模や競合の状況を分析し、出願国の優先順位（米国出

願を優先するなど）を戦略的に決定する。しかし、本制度の施行により、発明が機微技術に触れる可

能性が少しでもある場合は、まず日本に出願して特許庁の第一次審査を通過するか、あるいは事前

に特許庁長官に対して「外国出願禁止の事前確認」の手続きを行い、クリアランスを得るという追加

のタイムロスと手続き的コストを強いられることになったのである 9。 

 



 
 

3. 経産省の補償基準と「通常生ずべき損失」の実像と限界 
保全指定により発明の実施や公開が強制的に制限された場合、国は出願人に対して「通常生ずべ

き損失」を補償する法的義務を負う（経済安全保障推進法第80条）15。2026年3月現在、経済産業省
と内閣府によって策定された「補償金支払い基準」に基づき実務が運用されているが、この「損失の

算定と証明」のプロセスこそが、本制度において最も深刻なボトルネックとなっている 13。 

3.1 PwCコンサルティングによる調査報告書が示す絶望的な現実 
内閣府の委託によりPwCコンサルティング合同会社が2024年3月に公表した「令和5年度特許出願
の非公開に係る損失補償制度に関する調査・研究」は、補償実務の途方もない困難さを浮き彫りに

した 19。同調査は、米国、ドイツ、英国など先行して秘密特許制度を有する主要国における金銭給付

制度の運用実態を詳細に分析したものである。 

その最大の結論は、「いずれの調査対象国においても、政府機関による公式ガイドライン等で条文

以上の具体的な算定基準は確認されず、特許非公開命令によって『本来得られるはずであった利益

（逸失利益）』や『開発・設備投資費用の回収不能分』を政府が実質的に補償したことを認める明確



な判例や行政事例は確認されなかった」という事実であった 19。すなわち、国家安全保障に基づく特

許の非公開という特殊状況下において、民間企業側が政府から十分な経済的補償を勝ち取ること

は、グローバルな実務の観点から見ても極めて稀であり、現実にはほぼ不可能に近いという極めて

厳しい実態が露呈したのである。 

3.2 特許法第102条準用モデルの理論的破綻 
日本の補償指針案では、損失補償の算定のための参照軸として、既存の特許権侵害訴訟における

損害賠償算定モデル（特許法第102条）の考え方を準用することが検討されてきた 19。具体的には以

下の3つのアプローチが存在するが、いずれも非公開制度という特殊環境下においては理論的・実
務的な破綻を来している。 

第一のアプローチは、「特許権者の実施利益ベース（特許法102条1項準用）」である。これは、特許
権者が自ら製品を製造・販売できたはずの数量に基づく逸失利益の算定である 19。しかし、保全指

定を受けた発明は、そもそも「市場に出すこと」自体が禁じられている。市場が存在せず、製品化もさ

れていない技術について、「もし販売されていればどれだけの需要があったか」「顧客はいくらで買っ

たか」という仮想的需要曲線を描き、自社の製造販売能力を客観的に証明することは、事実上の悪

魔の証明に等しい 19。 

第二のアプローチは、「侵害者利益ベース（特許法102条2項準用）」である。これは、侵害者が得た
利益を特許権者の損害とみなす方式である 19。非公開制度においてこれを準用する場合、政府が当

該技術を「防衛目的等で使用した」ことによる利益（コスト削減効果等）を算定することになるが、防

衛装備品等に一般的な市場価格は存在せず、政府の「利益」を民間市場のロジックで金銭換算する

ことは理論的に破綻している 19。 

第三のアプローチは、「ライセンス料相当額ベース（特許法102条3項準用）」である。本来得られるは
ずであったライセンス料（実施料）を算定する方式であり、現在、経済産業省の運用において最も現

実的な解決策として模索されているのが、この「ライセンス収入の補填」モデルである 14。 

3.3 2026年現在のライセンス収入補填モデルにおける「立証責任」の壁 
ライセンス収入補填モデルは、一見すると合理的である。非公開指定によって他社への技術供与が

できなくなったことによる逸失利益を国が直接補填すれば、研究開発への投資インセンティブは維持

されるように思われる 14。しかし、ここでも「厳格な立証責任」という高い壁が立ちはだかる。 

損失補償を請求する企業は、「具体的なライセンス交渉が実際に存在したこと」または「その技術分

野における客観的かつ妥当なライセンス料率の相場」を証明しなければならない 15。しかし、最先端

の機微技術、例えば次世代の量子暗号通信、自律型無人兵器の制御アルゴリズム、あるいは極超

音速飛翔体用の特殊耐熱素材などにおいて、過去のライセンス相場など市場に存在しない。さらに

致命的なのは、秘密保持が厳格に課されている以上、出願企業が他社と具体的なライセンス交渉を

「開始すること」自体が、情報開示の禁止規定（推進法第74条）に抵触する恐れがある点である 9。結
果として、補償金を得るために不可欠な証拠を合法的に収集することができないという、自己矛盾に

満ちたパラドックスが生じているのである。 



 



 



 

4. 現場の苦悩I：知財実務家・弁理士を覆う極度な業務負担と
法的リスク 
特許非公開制度の導入は、出願人たる企業のみならず、その出願を実務的に代理する弁理士や、

企業の知的財産部門の担当者に対して、かつてない強烈な実務的負荷と深刻な法的リスクをもたら

している 15。 

4.1 出願前クリアランスの極度な複雑化と特定技術分野の判定負担 
弁理士にとって最大の負担となっているのは、特許出願前における「クリアランス（技術の事前分

析）」プロセスの肥大化である 15。従来、特許出願における出願前調査の主眼は、もっぱら「先行技

術調査（当該発明の新規性・進歩性の確認）」に置かれていた 27。しかし本制度の施行以降は、これ

に加えて「本発明が特定技術分野（IPC25分野）および付加要件に該当するリスクがどの程度ある
か」を、出願前に詳細にスクリーニングし、判定することが必須の実務となっている 15。 

特に、最初から外国市場への特許出願を前提とするグローバル企業やスタートアップにとって、この

該当性判断は死活問題となる。特定技術分野に該当する可能性が「低くない」と弁理士が判断した

場合、直接外国へ出願するルート（PCT国際出願を含む）は閉ざされ、必ず日本の特許庁を第一国
として経由しなければならない 3。もしこの判断を誤り、安全保障上機微な発明をそのまま外国へ出
願してしまった場合、推進法に違反したとして、出願人には重い刑事罰（1年以下の拘禁刑や100万
円以下の罰金等）が科されるリスクが内在している 12。弁理士は、クライアントのビジネススピード（早

期の外国出願による優先権確保と権利化）と、複雑な安全保障法規の厳格な遵守という板挟みの中

で、極めて神経質かつ高度な法的判断を常に迫られているのである。 

4.2 情報共有の制限と「適正管理措置」の重圧 
特許出願が内閣府の保全審査の対象となった場合、発明の内容を共有できる対象者は厳格に制限

される。保全指定を受けた発明については、特許出願人だけでなく、特許出願業務を受任した弁理

士や特許事務所のスタッフも「発明共有事業者」として法的に位置づけられ、発明情報の漏洩を防

止するための「適正管理措置」を講じる義務を負うこととなる 10。 

具体的には、特許事務所内で当該案件にアクセスできる人員を特定し、物理的・システム的に完全

に隔離した上で、アクセスログを常時監視・記録する体制の構築が求められる。多くの中小規模の

特許事務所にとって、防衛産業レベルの厳格なサイバーセキュリティ対策や情報アクセス管理を導

入・維持することは、経済的にもオペレーション的にも莫大な負担となっており、一部では機微技術

案件の受任自体を敬遠する動きすら生じている 24。 

4.3 罰則規定の恐怖とクライアントに対する説明責任の限界 
前述の通り、内閣府での保全審査の期間は法律で明確な上限が定められていない 15。この長期間

に及ぶ不確実な期間中、弁理士はクライアントに対して「いつ審査が終わり、いつ事業化や公開が

可能になるのか」を確約することができない。さらに、特許庁による第一次審査の判断（内閣府への



送付）は行政処分ではないため、不服申立ての手続きすら存在せず、弁理士が法的に介入する余

地が著しく制限されている 15。ブラックボックス化した行政プロセスの中で、弁理士は十分な情報を持

たないままクライアントに対する重い説明責任を果たすことに日々苦慮しているのである。 

5. 現場の苦悩II：スタートアップの資金調達サイクル崩壊と会
計監査の難題 
弁理士の実務的苦悩に加え、マクロ経済的視点から我が国の産業競争力により深刻な影響を与え

ているのが、ディープテック領域で起業したスタートアップ企業のエコシステムと、企業の財務諸表を

担保する監査法人が直面している未曾有の危機である。 

5.1 VCデューデリジェンスの機能不全と資金調達の「死の谷」 
現代の知識集約型経済において、特許などの知的財産は、土地や大規模な製造設備を持たないス

タートアップ企業にとって、自らの企業価値を証明する「唯一の強力な無形担保」である 26。ベン

チャーキャピタル（VC）やエンジェル投資家は、スタートアップが保有する特許技術の「競合排除能力
（参入障壁）」や「技術の独自性」をデューデリジェンス（資産査定）で精査し、将来得られるであろう

キャッシュフローを割引現在価値に引き直すことで企業価値（バリュエーション）を算定し、エクイティ

投資（株式引受）を実行する 26。日本政府が推進する「スタートアップ育成5か年計画」においても、
2027年度までに10兆円規模のスタートアップ投資額を実現することが目標に掲げられている 32。 

しかし、スタートアップの中核技術が推進法に基づく「保全指定」を受けた瞬間、この資金調達サイク

ルは完全に機能不全に陥る 14。 第一に、特許出願が非公開となるため、VCは技術の詳細を客観的
な特許データベースで検証することができなくなる。 第二に、発明の実施（事業化）が原則として禁
止されるため、事業計画上の売上予測が立たず、バリュエーションの算定が不可能となる 10。 第三
に、厳しい秘密保持義務により、スタートアップの経営者は投資家に対して「なぜ事業化が遅れてい

るのか」「どのような革新的技術を保有しているのか」を説明することすら法的に禁じられる。 

投資家から見れば、事業化が不可能で、内容も確認できないブラックボックス企業に対して数億円

規模の投資を行うことは、ファンド出資者に対する受託者責任の観点から絶対に不可能である。結

果として、国の経済安全保障に最も寄与するはずの有望な先端デュアルユース技術（GX分野、宇宙
航空、量子技術など）を持つスタートアップほど、国に技術を封印されたまま資金枯渇による「死の谷

（Death Valley）」に直面するという、政策目的と逆行する悲劇的な逆転現象が起きているのである 32

。 

ステークホルダー 通常の特許制度下に

おける役割・効果 
保全指定（非公開）下

における機能不全 
エコシステムへの波及

影響 

ベンチャーキャピタル 特許公開情報を基に 技術情報へのアクセス エクイティファイナンスの



(VC) 技術デューデリジェン

スを実施し、投資判断

を下す。 

不能、事業化の禁止

により、将来キャッシュ

フローが算定できず投

資見送り。 

断絶、有望なディープ

テック企業の資金枯渇。 

ライセンス先企業 オープンな特許情報を

基にライセンス交渉を

行い、技術の社会実

装を進める。 

発明内容の開示禁止

により交渉自体が違

法となる。ライセンス市

場からの完全隔離。 

オープンイノベーション

の阻害、技術の社会実

装の停滞。 

監査法人 将来の収益獲得能力

に基づき、無形固定資

産の価値を評価し減

価償却を認める。 

収益見込みゼロのた

め減損テストの対象と

なり、即時減損を要

求。 

スタートアップのバラン

スシート毀損、債務超過

リスクの増大。 

5.2 会計処理のジレンマ：無形固定資産の減損と「幻の資産」 
企業財務の観点において、監査法人を中心に会計実務家を大いに悩ませているのが、「事業化が

禁止され、他社への売却やライセンス供与もできない非公開特許」の資産価値をどのように評価し、

会計処理すべきかという未曾有の難題である 13。 

特許権や出願中の特許に係る技術評価額は、企業会計上、貸借対照表（BS）において「無形固定資
産」として計上される 13。日本の企業会計基準（ASBJ）およびIFRS（国際財務報告基準）において、外
部から取得した知的財産やソフトウェア等の無形固定資産は、その有効期間（耐用年数）にわたり定

額法等で規則的に減価償却されるのが一般的である 37。 

しかし会計原則上、固定資産から得られる将来キャッシュフローの見積り額が、その帳簿価額を下

回る場合、「減損処理（Impairment Loss）」を実施し、帳簿価額を回収可能価額まで減額した上で、
減少額を特別損失として計上しなければならない 41。保全指定を受けた特許は、国による実施の制

限により、事業活動からの将来キャッシュフローが事実上「ゼロ」になる。したがって、通常の会計基

準に厳格に従えば、保全指定の通知を受けた時点で即座に全額減損の対象とならざるを得ない。 

5.3 監査法人の苦慮と補償金の不確実性 
ここで問題となるのは、経済安全保障推進法第80条に基づく国による「通常生ずべき損失の補償」
の存在である 15。監査法人は、「国からの補償金という将来のキャッシュ・インフロー」を、無形固定

資産の回収可能価額を構成するものとして認めるべきか否かという高度な専門的判断を迫られてい



る 13。 

しかし前述の通り、補償金の算定は実務上極めて困難を極め、実際にいくら支払われるのか、ある

いは全く支払われないのかは完全に不透明である 19。IFRSや日本基準において、実現の可能性が
不確実な偶発資産を貸借対照表に計上することは厳しく制限されている 43。そのため、保守主義の

原則に立つ多くの監査法人は、補償金を算入せずに減損を強要せざるを得ないケースが頻発して

いる。これが結果として、多額の研究開発費を資産計上してきたスタートアップの財務諸表を著しく

毀損し、債務超過への転落や銀行融資の停止を引き起こすという最悪の悪循環を生んでいるので

ある。 

6. 秘密特許制度に関する諸外国の運用実態と比較法的考察 
この我が国が直面している未曾有の実務的混乱を客観的に評価し、解きほぐすためには、第二次

世界大戦期から長きにわたり国防上の秘密特許制度を運用してきた諸外国の歴史と実態を参照す

ることが不可欠である。PwCの調査報告や米国等の法制度の分析から明らかになるのは、日本が
直面している課題は決して日本特有のものではなく、国家安全保障と民間イノベーションの相克とい

う普遍的なジレンマであるということである 19。 

6.1 米国「Invention Secrecy Act (1951)」における過酷な歴史と補償実務 
米国は、第一次世界大戦期の1917年の法整備を経て、1951年制定の特許秘密法（Invention 
Secrecy Act: 35 U.S.C. 183）により、国防総省などの防衛機関の要請に基づいて特許商標庁（
USPTO）長官が秘密保持命令（Secrecy Order）を発出する制度を確固たるものとしている 46。米国

では年間数千件（歴史的には1万件以上）が秘密指定を受けており、レーダー技術、暗号技術、合成
素材などの最先端技術を公共の目から隠すことに成功してきた 29。米国の秘密保持命令には、外国

出願を一部認めるType I、NISPOM（国家産業安全保障プログラム運用マニュアル）に準拠した管理
を求めるType II、明示的な許可なく一切の開示を禁じる最も厳格なType IIIが存在し、対象者の属性
に応じて使い分けられている 52。 

米国の制度においても、日本の推進法と同様に、出願人への補償権（Right to compensation）は法
的に明記されている（35 U.S.C. §183）53。法規定上、出願人は特許が許可状態（Notice of 
Allowance）になった時点から、秘密保持命令を発出した政府機関の長と交渉し、正当な補償額の
最大75%までの和解金を受け取ることができるとされている。さらに、和解に至らない場合は、連邦
請求裁判所（United States Court of Federal Claims）または地方裁判所に提訴して完全な補償を求
めることが可能である 47。 

しかし実態は全く異なる。1962年のFarrand Optical Co. v. United States等の過去の判例が示すよう
に、政府から十分な賠償を勝ち取ることは極めて困難である 19。米国の法制下でも、「秘密指定がな

ければ得られたはずの市場利益」を定量的に証明する厳格な責任は出願人側に課されており、市

場に出現していない新技術の商業的価値を立証する壁は非常に高く設定されている 55。米国におけ

る秘密特許制度は、国家の安全を強固に守る一方で、指定を受けた民間発明者の商業的野心や後

続の技術革新を冷酷に抑圧するメカニズムとして機能してきたことが、NBER（全米経済研究所）の実



証研究などでも示されている 29。 

6.2 欧州（ドイツ・英国）における制度的特徴と日本への教訓 
ドイツや英国においても、国防に関連する特許出願の秘密指定制度が存在する 29。英国では、政府

機関が国防上または公共の安全上の観点から特許出願の公開を差し止める権限を持つが、不透明

な運用がイノベーションを阻害するとの指摘もある 29。一方、ドイツ特許法では、秘密指定によって生

じた発明者の不利益に対して連邦政府が補償を行う旨が定められており、条文上は「発明に要した

支出額」や「他での実施可能性」を考慮する等、米国と比較して具体的な算定要素が明文化されて

いる点に特徴がある 19。 

しかし、欧米諸国に共通して言えることは、これら秘密特許制度の主眼があくまで「防衛機密の保

護」に特化しており、「民間企業のイノベーション支援や育成」は制度上、副次的な位置づけに過ぎな

いという点である 29。これに対し、日本の経済安全保障推進法は、K Program（経済安全保障重要
技術育成プログラム）に見られるように、特定重要技術の「育成・開発支援」と、流出を防ぐための

「非公開化（情報管理）」を両輪で進めるという、より高い次元でのバランスと政策統合を目指してい

る点に独自性がある 4。 

したがって、日本が米国の轍（過度な立証責任の賦課による実質的な補償の形骸化）を踏まず、民

間企業の投資意欲を削がないためには、諸外国にも例を見ない「透明性の高い補償モデル」と「金

融的セーフティネット」を独自に設計し、構築しなければならないのである 24。 

7. 精度の向上と課題克服に向けた戦略的提言（解決策） 
2026年現在顕在化している「補償基準の不適合と立証の困難」「知財実務家の疲弊と法的リスク」
「スタートアップの資金調達の死の谷」「会計監査の混乱」という4重の課題を突破し、特許非公開制
度を真の意味で国家安全保障と産業界のイノベーションの双方に益する制度へ昇華させるため、以

下の5つの具体的かつ戦略的な解決策を提言する。 

7.1 解決策1：立証責任の転換と「みなし事前ライセンス評価制度」の導入 
前述の通り、補償における最大のボトルネックは「出願人側への厳格な立証責任の偏重」にある。こ

れを根本から是正するため、保全指定の対象となった技術については、通常の特許権侵害訴訟（特

許法102条）の厳格な逸失利益算定ロジックから離脱した特別法的なアプローチが必要である。 

具体的には、「みなし事前ライセンス評価制度」を創設する。これは、保全指定が下された時点で、

政府が指定する独立した技術評価機関（例えば、工業所有権情報・研修館：INPITや外部の専門機
関等）が、当該技術の潜在的な市場規模をマクロ経済データや類似技術群から客観的に推計し、合

理的な「みなしロイヤルティ率」を適用して、暫定的な補償額のベースラインを自動的に算定する仕

組みである 14。出願人はこのベースラインによる補償額を無審査で受け入れるか、より高い補償を

求めて実額ベースの個別交渉（立証）に進むかを選択できる「オプトイン方式」とする。これにより、証

拠不十分による「補償ゼロ」のリスクを回避し、企業や投資家に対して最低限の予見可能性を担保

することが可能となる。 



7.2 解決策2：企業価値担保法制度との連動および防衛特化型ファンドの創設 
スタートアップの資金調達環境（エクイティ・ファイナンス）の崩壊を防ぐため、2026年より開始され
る、金融庁が推進する「企業価値担保制度（無形資産等をパッケージとして担保に供する融資制

度）」を、特許非公開制度に適合させる形で拡充すべきである 31。 

保全指定を受けた技術は、裏を返せば、政府が「国家安全保障上、極めて優れており、価値が高い

（機微である）」と公的にお墨付きを与えた技術と同義である。この逆転の発想を利用し、内閣府から

の保全指定書の交付をもって、当該企業の技術力と潜在価値を国が特別に保証したものとみなし、

日本政策金融公庫や産業革新投資機構（JIC）の特別枠からの低利の無担保融資、あるいは新設
する「防衛・デュアルユース特化型官民ファンド」からの直接出資を優先的に受けられるファストトラッ

ク制度を創設する 32。これにより、保全期間中にVCからの出資が途絶えた期間のキャッシュフロー
を公的資金でシームレスにブリッジし、有望な企業を死の谷から救済する。 

7.3 解決策3：ASBJによる特例会計ガイドラインの策定（減損テストの猶予） 
「幻の資産」に対する会計上の取り扱いを統一し、監査法人の混乱を収束させるため、企業会計基

準委員会（ASBJ）および日本公認会計士協会に対し、特許非公開制度の指定資産に特化した実務
対応報告（特別会計ガイドライン）の早期策定を強く要請する 36。 

具体的には、保全指定を受けた特許権や仕掛中の研究開発費（無形固定資産）について、政府によ

る補償決定が未確定の段階であっても、推進法第80条に基づく法定の補償請求権の存在そのもの
を根拠とし、事業化見送りに伴う「一発減損」を強制しない特例措置を設ける。保全期間中は帳簿価

額をそのまま据え置く（減価償却の一時停止および減損テストの特例的な猶予）ことを明文で認める

べきである 42。これにより、スタートアップや研究開発型企業の過度なバランスシート毀損を制度的

に防ぐことができる。 

7.4 解決策4：JPO・内閣府プロセスにおける事前クリアランスシステムのデジタ
ル化と拡充 
弁理士や企業の知財部門が抱える極度な業務負担と刑事罰リスクを軽減するため、現在の「外国

出願禁止の事前確認制度（推進法第79条）」をさらに発展させ、国内出願前であっても、事業計画と
簡易な技術概要に基づく「特定技術分野・付加要件該当性の事前クリアランス（米国SECのノーアク
ションレターに類似した制度）」を、特許庁・内閣府に対してオンラインで迅速に申請できるデジタルプ

ラットフォームを導入する 15。これにより、実務家は法解釈の曖昧さに怯えることなく、安全かつ迅速

に自社のグローバルな知財出願戦略を立案・実行できるようになる。 

7.5 解決策5：多分野専門家による審査委員会の設置（レビュープロセスの高度
化） 
内閣府の保全審査の精度を高め、不当な保全指定（オーバークラス分類）を防ぐため、審査プロセス

に安全保障の専門家だけでなく、産業界の技術者、ベンチャーキャピタリスト、および法務専門家か

らなる「多分野専門家審査委員会（Multi-disciplinary Approach）」を関与させる仕組みを導入する 
29。これにより、技術の安全保障上のリスクだけでなく、それを非公開とすることが当該産業分野全



体の発展やイノベーションエコシステムに与える負のインパクトを総合的かつ客観的に評価すること

が可能となる。 

8. 結論 
2024年5月に本格始動した経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度は、2026年現在、国
家の安全保障という至上命題を一定程度果たす一方で、日本の技術的優位性の源泉である民間企

業のイノベーションサイクル、特に知財実務の現場とスタートアップ・ファイナンスのエコシステムに深

刻な軋轢を生じさせている 1。 

「通常生ずべき損失」に対する補償金算定基準は、現行の特許法や伝統的な民事損害賠償のロ

ジックを無理に準用する限り、実務上の立証の困難さという高い壁に阻まれ、機能不全に陥る運命

にある 19。米国のInvention Secrecy Actが半世紀以上の歴史において証明しているように、国家権
力による技術の強制的な封印は、適切な経済的・制度的インターフェース（補償と育成の両立）を欠

けば、結果として自国の技術開発力そのものを枯渇させる両刃の剣である 29。 

我々が向かうべきは、単に安全保障を理由として民間部門に一方的な痛みを強いるシステムではな

く、機微技術の強固な防護と、技術保有企業の持続的な成長支援を高度に両立させる、日本独自の

「エコ・セキュリティ・インテグレーション（経済安全保障統合モデル）」の実現である。そのためには、

法務（補償立証責任の緩和）、財務（会計基準の特例的猶予）、金融（公的資金によるブリッジ）、そ

して実務プロセス（事前相談の迅速化と多角化）の4次元にわたる横断的な制度改修が急務である。
これらの解決策の迅速な実行こそが、激動する地政学的環境下において、我が国が自律的かつ持

続的な技術覇権を維持するための唯一の活路となるのである。 
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